
 

   

令和５年７月 28 日 

 

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿 

 

中央最低賃金審議会 

会長 藤村 博之 

 

 

令和５年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申） 

 

令和５年６月 30 日に諮問のあった令和５年度地域別最低賃金額改定の目安について、 

下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１ 令和５年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみる

に至らなかった。 

２ 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解（別紙

１）及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告（別紙２）を地方最低賃金審議会

に提示するものとする。 

３ 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会にお

いて、別紙１の２に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されるこ

とを強く期待するものである。 

４ 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性については労使共

通の認識であり、政府の掲げる「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」を実現

するためにも、特に地方、中小企業・小規模事業者に配意しつつ、生産性向上を図るとと

もに、官公需における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取

組を継続的に実施するよう政府に対し要望する。 

５ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給し、賃上

げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援の一層の強化を求める。特に、

事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給さ

れる業務改善助成金については、対象となる事業場を拡大するとともに、最低賃金引上げ

の影響を強く受ける小規模事業者が活用しやすくなるよう、より一層の実効性ある支援

の拡充に加え、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充を強く要望す

る。さらに、中小企業・小規模事業者において業務改善助成金の活用を推進するための周

知等の徹底を要望する。 

６ 中小企業・小規模事業者の賃上げ実現に向けて、賃上げ税制や補助金等における賃上げ

企業の優遇、ものづくり補助金、事業再構築補助金等を通じた生産性向上等への支援の一



 

   

層の強化に取り組むことが必要である。その際、赤字法人においても賃上げを促進するた

め、課題を整理した上で、税制を含めて更なる施策を検討することも必要である。さらに、

中小企業・小規模事業者がこれらの施策を一層活用できるよう、周知等の徹底を要望する。 

７ 価格転嫁対策については、「中小企業・小規模事業者の賃上げには労務費の適切な転嫁

を通じた取引適正化が不可欠である」という考え方を社会全体で共有し、「パートナーシ

ップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」（令和３年 12 月）・「改正振興基

準」（令和４年７月）に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよ

う、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた取組の強化を要

望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金

額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがない

よう、発注時における特段の配慮を要望する。 


